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弁護士　琴浦 諒

現地拠点設立後に、現地スタッフを雇用する際
に留意しておくべき事項について、解説する。

連
載  
海
外
事
業
リ
ス
ク
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
─
─

イ
ン
ド
進
出
に
お
け
る

法
務
の
基
礎
知
識

第�回
〈最終回〉

雇用関係の整備・労務管理

〈
前
号
か
ら
続
く
〉

（
２
）
雇
用
関
係
の
整
備
お
よ
び

労
務
管
理

　

イ
ン
ド
に
事
業
拠
点
を
設
立
し
た
後

は
、
当
該
事
業
拠
点
の
運
営
の
た
め
、

現
地
の
イ
ン
ド
人
ス
タ
ッ
フ
を
雇
用
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
た
め
、

雇
用
関
係
の
整
備
、
そ
れ
に
続
く
労
務

管
理
が
、
法
務
面
の
対
応
と
し
て
必
要

と
な
る
。

　

イ
ン
ド
に
お
け
る
雇
用
関
係
の
整
備

お
よ
び
労
務
管
理
に
お
い
て
、
第
七
回

（
二
〇
一
二
年
四
月
号
）
で
解
説
し
た

「
店
舗
お
よ
び
施
設
法
（Shops and 

Establishm
ents A

ct

）」
に
基
づ
く

事
業
所
登
録
義
務
の
ほ
か
、
認
識
し
て

お
く
べ
き
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
以
下

の
六
点
で
あ
る
。

①　

雇
用
契
約
の
締
結

②�　

ワ
ー
ク
マ
ン
と
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン

の
区
別

③��

（
雇
用
契
約
に
お
け
る
）
雇
用
条
件

の
設
定

④�　

労
働
組
合
お
よ
び
ス
ト
ラ
イ
キ
対

応
⑤　

解
雇
規
制

⑥�　

労
働
紛
争
（
個
別
紛
争
）
対
応

　

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
き
概
要
を
解

説
す
る
。

①　

雇
用
契
約
の
締
結
お
よ
び

　

服
務
規
程
の
整
備

　

イ
ン
ド
で
は
、
被
雇
用
者
を
雇
用
す

る
場
合
、
会
社
と
被
雇
用
者
の
間
で
書

面
の
雇
用
契
約（em

ploym
ent agree-

m
ent

）
を
締
結
す
る
こ
と
が
一
般
的
で

あ
る
。
日
本
で
は
、
雇
用
関
係
を
発
生

さ
せ
る
に
あ
た
り
、
書
面
で
の
雇
用
契

約
を
締
結
し
な
い
こ
と
も
あ
る
が
（
た

だ
し
、
そ
の
場
合
で
も
口
頭
合
意
に
よ

り
雇
用
契
約
は
成
立
し
て
い
る
）、
イ

ン
ド
で
は
通
常
必
ず
書
面
で
雇
用
契
約

を
締
結
す
る
。

　

も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
被
雇
用
者
に

つ
い
て
個
別
に
雇
用
契
約
を
締
結
す
る

と
、
文
書
管
理
に
手
間
が
か
か
っ
て
し

ま
う
こ
と
か
ら
、
実
務
上
は
、
す
べ
て

の
被
雇
用
者
に
共
通
す
る
雇
用
条
件（
出

勤
・
退
勤
時
刻
、休
暇
、懲
戒
事
由
な
ど
）

を
服
務
規
程（Em

ploym
ent Regula-

tions

）
と
し
て
策
定
し
、
個
別
契
約
に
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は
、
給
与
や
手
当
等
の
個
別
条
件
の
み

を
規
定
す
る
と
と
も
に
、「
そ
の
他
の

勤
務
条
件
は
服
務
規
程
に
従
う
」
旨
を

規
定
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

な
お
、
日
本
と
異
な
り
、
服
務
規
程

を
策
定
す
る
こ
と
は
、（
後
述
③
で
取

り
上
げ
るstanding orders

の
制
定
が

必
要
と
さ
れ
る
場
合
を
除
き
）
法
律
上

要
求
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
服

務
規
程
の
策
定
は
、
あ
く
ま
で
被
雇
用

者
の
一
括
的
な
管
理
の
た
め
の
方
便
に

す
ぎ
な
い
た
め
、
す
べ
て
の
被
雇
用
者

と
の
雇
用
契
約
を
、
個
別
契
約
と
す
る

こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

②　

ワ
ー
ク
マ
ン
と

　

ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
の
区
別

　

イ
ン
ド
労
働
法
は
、
被
雇
用
者
を
、

そ
の
地
位
や
権
限
に
応
じ
て
「
ワ
ー
ク

マ
ン
（w

orkm
an

）」
と
「
ノ
ン
ワ
ー
ク

マ
ン
（non-w

orkm
an

）」
に
区
別
し
て

い
る
。
ワ
ー
ク
マ
ン
と
は
、
比
較
的
安

い
給
料
で
単
純
な
業
務
を
行
う
被
雇
用

者
（
典
型
的
に
は
工
場
労
働
者
や
雑
用

係
）
を
い
い
、
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
と
は
、

比
較
的
高
額
の
給
料
で
管
理
・
監
督
的

な
業
務
を
行
う
非
雇
用
者
（
い
わ
ゆ
る

ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
管
理
職
）を
い
う
。

　

両
者
の
法
令
上
の
定
義
お
よ
び
主
な

相
違
に
つ
い
て
は
、
図
表
１
を
参
照
さ

れ
た
い
。

　

ワ
ー
ク
マ
ン
は
、
使
用
者
（
会
社
）
に

比
べ
て
弱
い
立
場
に
あ
る
者
と
し
て
、

法
令
に
よ
る
手
厚
い
保
護
を
受
け
る
。

他
方
、
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
は
、
使
用
者

と
対
等
の
当
事
者
関
係
に
近
い
立
場
に

あ
る
者
と
し
て
、
法
令
に
よ
る
保
護
は

限
定
的
と
な
る
。
例
え
ば
、
イ
ン
ド
の

労
使
関
係
規
律
の
基
本
法
令
の
一
つ
で

あ
る
一
九
四
七
年
産
業
紛
争
法
（In-

dustrial D
isputes A

ct, 1947

）
上

の
解
雇
規
制
は
、
被
雇
用
者
が
ワ
ー
ク

マ
ン
で
あ
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
、

被
雇
用
者
が
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
で
あ
る

場
合
に
は
適
用
さ
れ
な
い
。

　

こ
の
イ
ン
ド
労
働
法
上
の
ワ
ー
ク
マ

ン
と
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
の
区
別
は
、
日

本
の
労
働
基
準
法
上
の
い
わ
ゆ
る
管
理

監
督
者
と
非
管
理
監
督
者
の
区
別
に
類

似
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
本
法
上

は
、
管
理
監
督
者
と
い
え
ど
も
法
令
に

よ
る
保
護
対
象
と
な
る
「
労
働
者
」
に

当
た
り
、
た
だ
労
働
時
間
や
残
業
等
に

関
す
る
一
部
の
規
定
が
適
用
さ
れ
な
く

な
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
対
し
、
イ
ン
ド

労
働
法
上
の
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
は
、
法

令
に
よ
っ
て
は
そ
も
そ
も
保
護
対
象
に

さ
え
さ
れ
て
い
な
い
点
で
、
大
き
な
相

違
が
あ
る
。

　

そ
の
た
め
、
イ
ン
ド
の
事
業
拠
点
に

お
い
て
現
地
の
イ
ン
ド
人
を
雇
用
す
る

場
合
、
当
該
イ
ン
ド
人
が
ワ
ー
ク
マ
ン

と
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
の
い
ず
れ
に
該
当

す
る
の
か
を
明
確
に
認
識
し
た
上
で
、

雇
用
契
約
の
内
容
を
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。

③　

雇
用
条
件
の
設
定

　

日
本
の
労
働
基
準
法
と
同
様
、
イ
ン

ド
に
お
い
て
も
、
被
雇
用
者
の
雇
用
条

件
に
は
一
定
の
法
令
上
の
制
約
が
課
せ

ら
れ
て
お
り
、
ワ
ー
ク
マ
ン
、
ノ
ン
ワ

ー
ク
マ
ン
を
問
わ
ず
、
被
雇
用
者
の
雇

用
条
件
は
、
法
令
に
従
っ
た
内
容
で
あ

る
必
要
が
あ
る
。

　

被
雇
用
者
の
雇
用
条
件
に
課
せ
ら
れ

る
法
令
上
の
制
約
は
、
被
雇
用
者
の
勤

務
場
所
に
よ
り
異
な
る
。

　

ま
ず
、
オ
フ
ィ
ス
や
店
舗
等
で
の
勤

務
の
場
合
に
は
「
店
舗
お
よ
び
施
設
法

（Shops and Establishm
ents A

ct

）」

が
適
用
さ
れ
、
同
法
に
よ
り
労
働
条
件

の
下
限
が
定
め
ら
れ
る
。
な
お
、
店
舗

お
よ
び
施
設
法
は
、
連
邦
法
で
は
な
く

州
法
で
あ
り
、
各
州
に
よ
り
異
な
る
規

制
が
定
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が

必
要
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
デ
リ
ー
連
邦
直
轄
領
に
適

用
さ
れ
る
一
九
五
四
年
デ
リ
ー
店
舗
お

よ
び
施
設
法 （D

elhi Shops and Est-
ablishm

ents A
ct, 1954

）
が
定
め
る
主

な
労
働
条
件
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

図表１　ワークマンとノンワークマンの主な相違

ワークマン ノンワークマン

定　　義

手作業的、非熟練的もしくは熟練的、技術的、作業的、事務的または監督的業務のため
に雇用された者（1947年産業紛争法2条S）。
ただし、
①�経営的または管理者的立場（managerial�or�administrative�capacity）にある者
②�月の賃金が10,000ルピーを超えており、かつ監督的立場（supervisory）にある者
等は除く。

ワークマンの定義を満たさない者
（＝左記の例外要件を満たす者）。

法的地位 使用者（会社）に比して弱い立場にある者として、すべての労働関連法令による保護
を受ける。

使用者（会社）とは、対等の当事
者関係に近い者として、労働関
連法令による保護は限定的。

法令による
解雇規制 あ　り な　し
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年
デ
リ
ー
店
舗
お
よ
び
施
設
法
と
ほ
ぼ

同
様
で
あ
る
（
な
お
、
イ
ン
ド
の
ほ
ぼ

す
べ
て
の
労
働
関
連
法
令
に
お
い
て
、

被
雇
用
者
の
勤
務
時
間
は
原
則
最
大
一

日
九
時
間
か
つ
一
週
間
四
八
時
間
と
規

定
さ
れ
て
い
る
）。

　

さ
ら
に
、
一
〇
〇
人
以
上
の
ワ
ー
ク

マ
ン
を
雇
用
す
る
工
場
の
場
合
、
前
記

法
令
に
加
え
、
一
九
四
六
年
産
業
雇
用

（
就
業
規
則
）
法
（Industrial Em

ploy-
m

ent

︿Standing O
rders

﹀A
ct, 

1946

）
と
い
う
法
令
に
よ
り
、Standing 

O
rders

と
呼
ば
れ
る
一
定
の
就
業
規

則
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

④　

労
働
組
合
お
よ
び

　

ス
ト
ラ
イ
キ
対
応

　

イ
ン
ド
の
労
働
組
合
に
つ
い
て
定
め

る
法
令
で
あ
る
一
九
二
六
年
労
働
組
合

法 

（T
rade U

nions A
ct, 1926

）
上
、

七
人
の
被
雇
用
者
（
ワ
ー
ク
マ
ン
、
ノ

ン
ワ
ー
ク
マ
ン
を
問
わ
な
い
）
ま
た
は

全
被
雇
用
者
の
一
〇
％
の
い
ず
れ
か
多

い
方
（
た
だ
し
最
大
一
〇
〇
人
）
の
組

合
員
を
有
す
る
労
働
組
合
は
、
当
該
地

域
を
管
轄
す
る
労
働
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー

（Labour Com
m

issioner

）
に
対
し
、

労
働
組
合
の
登
録
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
。

　

登
録
を
受
け
た
労
働
組
合
に
認
め
ら

れ
る
主
な
権
利
は
、

ⅰ�

　
正
当
な
労
働
行
為
に
対
す
る
民
事

・
刑
事
上
の
免
責

ⅱ�

　
雇
用
者
と
の
間
の
労
働
協
約
の
締

結
ⅲ�

　
ス
ト
ラ
イ
キ
の
権
利

な
ど
で
あ
る
。雇
用
者
の
側
か
ら
見
て
、

特
に
重
要
な
の
は
ⅱ
と
ⅲ
で
あ
る
。

　

ⅱ
に
つ
い
て
、
労
働
協
約
の
締
結
に

至
っ
た
場
合
、
当
該
組
合
お
よ
び
当
該

組
合
に
属
す
る
組
合
員
は
、
原
則
と
し

て
当
該
労
働
協
約
の
規
定
に
従
う
義
務

を
負
う
た
め
、
自
社
内
で
の
労
働
組
合

の
結
成
、
登
録
が
確
認
さ
れ
た
場
合
、

無
原
則
な
労
働
行
為
を
防
止
す
る
と
い

う
観
点
か
ら
、
速
や
か
に
当
該
組
合
の

代
表
者
と
交
渉
を
行
い
、
労
働
協
約
を

締
結
す
る
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
ⅲ
に
つ
い
て
、
一
九
四
七
年

産
業
紛
争
法
上
、
登
録
労
働
組
合
に
は

ス
ト
ラ
イ
キ
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
い
っ
た
ん
ス
ト
ラ
イ
キ
が
生
じ
る

と
、
特
に
工
場
等
の
場
合
は
生
産
ラ
イ

ン
が
ス
ト
ッ
プ
し
て
し
ま
い
、
か
つ
ス

ト
ラ
イ
キ
期
間
中
、
被
雇
用
者
は
賃
金

を
請
求
で
き
る
と
の
判
断
が
示
さ
れ
た

判
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
会
社
側
の
損

害
は
多
大
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
の
た
め
、
普
段
か
ら
労
働
組
合
と

十
分
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、

で
き
る
限
り
ス
ト
ラ
イ
キ
を
起
こ
さ
せ

な
い
よ
う
必
要
に
応
じ
て
不
満
解
消
措

置
を
取
る
と
と
も
に
、
い
っ
た
ん
ス
ト

ラ
イ
キ
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
労
働
組

合
の
代
表
者
と
の
交
渉
、
あ
る
い
は
労

働
協
約
に
基
づ
い
て
、
速
や
か
な
解
決

を
図
る
べ
き
で
あ
る
。

　

な
お
、ス
ト
ラ
イ
キ
が
生
じ
た
場
合
、

自
社
の
労
働
組
合
を
中
央
労
働
組
合（
ユ

ニ
オ
ン
）（
注
１
）
が
支
援
し
て
い
る
こ

と
も
あ
る
た
め
、
初
動
で
対
応
を
誤
る

と
、
紛
争
の
深
刻
化
を
招
く
お
そ
れ
も

あ
る
。
そ
の
た
め
、
ス
ト
ラ
イ
キ
が
生

じ
た
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
兆
候
が
あ

る
場
合
、
速
や
か
に
専
門
家
に
相
談
す

る
な
ど
、
適
切
な
対
応
を
取
る
必
要
が

あ
る
。

⑤　

解
雇
規
制

　

イ
ン
ド
労
働
法
上
の
解
雇
規
制
は
、

基
本
的
に
ワ
ー
ク
マ
ン
に
つ
い
て
の
み

適
用
さ
れ
、
ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
に
は
適

用
さ
れ
な
い
。
こ
れ
は
イ
ン
ド
労
働
法

上
の
解
雇
規
制
の
最
大
の
特
色
で
あ
る
。

ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
に
つ
い
て
は
、
法
令

上
の
解
雇
規
制
が
存
在
し
な
い
た
め
、

解
雇
（retrenchm

ent

）
は
雇
用
者
と

ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
の
間
の
契
約
の
規
定

に
従
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
九
四
七
年
産
業
紛
争
法
は
、
雇
用

者
に
よ
る
ワ
ー
ク
マ
ン
の
解
雇
を
規
制

し
て
い
る
。

ⅰ�

　
勤
務
時
間
は
、
原
則
と
し
て
、
最

大
一
日
九
時
間
か
つ
一
週
間
四
八
時

間
（
昼
食
や
休
憩
の
時
間
は
含
ま
な

い
）。
こ
れ
を
超
え
た
場
合
、
超
過
勤

務
賃
金
と
し
て
、
被
雇
用
者
の
一
時

間
当
た
り
で
計
算
さ
れ
た
通
常
の
報

酬
の
二
倍
が
支
払
わ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
た
だ
し
、
原
則
と
し
て
、

一
週
間
の
勤
務
時
間
が
五
四
時
間
を

超
え
て
は
な
ら
ず
、
ま
た
一
年
間
の

残
業
時
間
が
一
五
〇
時
間
を
超
え
て

は
な
ら
な
い
。

ⅱ�

　
被
雇
用
者
を
連
続
五
時
間
を
超
え

て
勤
務
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
五

時
間
の
勤
務
の
後
、
少
な
く
と
も
三

〇
分
の
休
憩
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

ⅲ�

　
日
曜
、
祝
祭
日
の
ほ
か
、
一
年
ご

と
の
一
五
日
の
有
給
休
暇
、
な
ら
び

に
一
二
日
の
臨
時
休
暇
お
よ
び
病
気

休
暇
の
付
与
。

ⅳ�

　
女
性
、
若
年
者
に
対
す
る
就
業
時

間
の
制
限
。

ⅴ�

　
解
雇
規
制
（
連
邦
法
よ
り
も
厳
格

な
手
続
規
制
）。

　

一
方
、工
場
で
の
勤
務
の
場
合
に
は
、

一
九
四
八
年
工
場
法 （Factories A

ct, 
1948

）
と
い
う
法
令
が
適
用
さ
れ
、
同

法
に
よ
り
労
働
条
件
の
下
限
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
一
九
五
四

（注１）�インドには、異なる政治思想を支持する約10の主要
な中央労働組合（AITUC、HMS、UTUC、INTUCなど）
がある。
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理
由
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、
少
な
く
と
も
ワ
ー
ク
マ
ン
に
つ

い
て
は
整
理
解
雇
や
能
力
不
足
等
に
よ

る
解
雇
は
容
易
に
は
認
め
ら
れ
ず
、
実

務
上
は
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
も
好
条

件
を
提
示
す
る
な
ど
し
て
、
自
主
退
職

を
促
す
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

　

前
記
ワ
ー
ク
マ
ン
に
対
す
る
解
雇
規

制
へ
の
対
応
と
し
て
は
、

ⅰ�

　
雇
用
の
初
期
段
階
で
は
正
式
雇
用

と
せ
ず
三
カ
月
か
ら
半
年
程
度
試
用

期
間
（Probation�Period

）
を
設
け

る
こ
と

　

た
だ
、
日
本
の
労
働
法
と
同
様
、
一
九

四
七
年
産
業
紛
争
法
に
お
い
て
も
「
ど

の
よ
う
な
場
合
に
解
雇
が
認
め
ら
れ
る

か
」
と
い
う
解
雇
の
実
体
規
定
は
存
在

せ
ず
、
た
だ
「
解
雇
の
際
に
は
ど
の
よ

う
な
手
続
き
が
必
要
か
」
と
い
う
手
続

規
定
の
み
が
定
め
ら
れ
て
い
る
に
と
ど

ま
る
（
図
表
２
参
照
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
日
本
と
同
様
、
イ

ン
ド
で
も
、
手
続
き
さ
え
遵
守
す
れ
ば

解
雇
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は

な
く
、労
働
審
判
所
（Labour Court

）

に
お
け
る
判
例
上
、
解
雇
に
は
相
当
な

ⅱ�

　
雇
用
を
有
期
雇
用
に
す
る
こ
と（
注

２
）

な
ど
が
あ
る
。

⑥　

労
働
紛
争（
個
別
紛
争
）対
応

　

イ
ン
ド
に
お
い
て
日
系
企
業
が
巻
き

込
ま
れ
て
い
る
個
別
の
労
働
紛
争
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
被
雇
用
者
の
解
雇
に

関
連
し
て
生
じ
て
い
る
。

　

紛
争
の
解
決
方
法
と
し
て
、
初
期
に

試
み
ら
れ
る
べ
き
は
、
被
雇
用
者
と
の

直
接
交
渉
で
あ
る
が
、
交
渉
で
解
決
し

な
い
際
に
は
、
多
く
の
場
合
被
雇
用
者

側
か
ら
訴
訟
が
提
起
さ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

ノ
ン
ワ
ー
ク
マ
ン
の
場
合
、
紛
争
解

決
方
法
に
つ
い
て
も
、
原
則
と
し
て
労

働
契
約
の
規
定
に
従
う
こ
と
か
ら
、
労

働
契
約
に
お
い
て
紛
争
解
決
方
法
を
裁

判
と
定
め
た
場
合
に
は
裁
判
、
仲
裁
と

定
め
た
場
合
に
は
仲
裁
に
よ
る
解
決
が

図
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
、
ワ
ー
ク
マ
ン
の
場
合
、
使
用

者
と
の
間
の
労
働
紛
争
に
つ
い
て
は
、

原
則
と
し
て
労
働
審
判
所
が
専
属
管
轄

を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ほ
と
ん
ど

の
場
合
は
労
働
審
判
に
よ
る
解
決
が
図

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

労
働
審
判
に
お
け
る
審
判
手
続
に
は

非
常
に
時
間
が
か
か
る
上
（
最
短
で
も

四
、
五
年
程
度
）、
労
働
者
に
有
利
な
判

断
が
出
や
す
い
傾
向
が
あ
り
、
会
社
側

の
敗
訴
率
は
非
常
に
高
い
と
言
わ
れ
て

い
る
。労
働
審
判
の
決
定
に
対
し
て
は
、

高
等
裁
判
所
へ
の
上
訴
が
可
能
で
あ
る

が
、
上
訴
を
行
っ
た
場
合
、
手
続
き
は

さ
ら
に
長
期
化
し
て
し
ま
う
。

　

イ
ン
ド
で
は
裁
判
に
非
常
に
時
間
が

か
か
る
た
め
、
い
っ
た
ん
裁
判
、
労
働

審
判
と
な
っ
た
場
合
、
も
し
最
終
的
に

勝
訴
し
た
と
し
て
も
、
手
続
き
に
か
か

る
時
間
、
費
用
等
の
負
担
が
極
め
て
重

く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
た
め
、
例
え

ば
解
雇
の
ケ
ー
ス
で
、
被
雇
用
者
側
が

争
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
場
合
、
法
的

に
は
解
雇
可
能
な
ケ
ー
ス
で
あ
っ
て
も
、

あ
え
て
自
主
退
職
の
形
を
取
ら
せ
る
な

ど
の
対
応
を
取
る
こ
と
で
、
結
果
的
に

早
く
労
働
紛
争
を
解
決
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
が
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
の
全
一
二
回
の
解
説
に
よ

り
、
日
本
企
業
が
イ
ン
ド
進
出
の
際
に

直
面
す
る
、
ほ
と
ん
ど
の
法
律
上
の
問

題
は
一
通
り
網
羅
さ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

本
稿
が
、
イ
ン
ド
に
進
出
す
る
、
あ

る
い
は
す
で
に
進
出
し
て
い
る
日
本
企

業
の
一
助
に
な
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。 

図表２　具体的な解雇手続

ワークマン ノンワークマン

実体面

法令上規定なし。
ただし、Labour�Courtの判例上、解雇に
は相当な理由が必要であり、手続規定さ
え遵守していれば解雇が認められるとい
うわけではない。

法令上規定なし。
被雇用者とノンワークマン
との間の契約内容に従う。

手続面

解雇の日に先立つ1年間に継続的雇用さ
れていたワークマンは、以下の条件が満
たされない限り、解雇されない。

①�　ワークマンに対して最低1カ月前ま
でに解雇の理由を示した書面による通
知が行われ、または通知に代えて通知
期間の賃金相当額がワークマンに支払
われること。

②�　継続的雇用にあった期間の1年ごと、
または6カ月を超える1年の部分につき、
「平均給与」（月払いの労働者の場合、過
去3カ月の賃金の平均）15日分の割合
で計算した解雇補償金が解雇時にワー
クマンに支払われること。

③�　所定の様式による通知が、当該地域
を管轄するLabour�Commissionerに、
上記②の通知から3日以内に書留郵便
で送付されること。

法令上規定なし。
被雇用者とノンワークマン
との間の契約内容に従う。

紛争解
決機関 労働審判所（Labour�Court）

被雇用者とノンワークマン
との間の契約内容に従う
（裁判または仲裁）。

（注２）�インド法上、有期雇用の不更新は、原則として解雇には当たらず、したがって
解雇規制も適用されない。もっとも、１～２年程度の有期雇用契約を繰り返し
締結しているような場合には、実質的に無期限の雇用契約があったものとして、
解雇規制が適用されてしまう可能性があることに注意が必要である。


